
主要四カ臨の所得税制の主な改正内容

璽掛… "一一一:………
(レーガン政権) ド� 1981年経済再建語税法� 

山所得税率の引き下げ (14%~70%→ 11%~50%) 

1981年� -1容器§年� : 叩税率ブラケット等に対するインデクセーンヨンの導入

! 

町� 1986年税制改革法
一税率構造の簡素化、銭高税率の引き下げ(11%:--50%→15%、28%)

一人的控除の段階的拡充(1986年:1，080乍→1989年:え000な〉

一高所得者に対する人的控除の溜減措置

(村民ブッシュ政権〕:・ 1990年搬入誤整法� 

198若年-1993年� : 一所得税の最高税務の引きょげ(15%、28%→15%、28%、31%) 

!(クリントン政権] 

1993年-2001年

.1993年議入翻整法� 

高所得者{こ対する所得税の税率の引き上げ� 

(15%、28%、31%吋� 15%、28%、31%、36%、39.6%)

:他 1997年納税者換担軽減法� 

一毘議税繍捜除の導入(1998年:4GGU

一長嬬.:¥=-ャピタルゲインに係る税率を軽減(15%、28%→原良Ij10%、20%)

j 

: 

(収ブッシュ政権J 梶� 2001年経済成長と減税譲整法� 

20例年-2009年� i 一所得税率の段階的引宮下げ� 
(15%、28%、31%、36%、39.6%→10%、15%、25%、28%、33%、35%) 

: 
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(Wブ、ツシュ政権〕ト� 2001年経済成長と減税調整法� ; 
一高所得者に対する人的控除の逓減措置の段階的縮小

2001年~却09年
一児童税額控除の段階的拡充� (500 F，，，→1，000 F，，，) 

い� 2003年雇用と経済成長のための減税調整法
 
- 2001年フ、ツシュ減税(所得税の税率引き下げ、児童税額控除の拡充)の前倒し

一長期キャピタルゲインに係る税率を段階的に軽減� (10%、20%→0%、15%)

ー配当に係る税率を段階的に軽減(総合課税→0%、15%)


〔オバマ政権〕 い� 2011年予算教書(提案中)
 
2009年 一高所得者に対する所得税の税率の引き上げ
 

(10%、15%、25%、28%、33%、35%→10%、15%、25%、28%、36%、39.6%)

一配当・長期キャピタルゲインに係る最高税率の引き上げ
 
(0%、15%→0%、15%、20%)

一高所得者に対する人的控除の逓減措置の復活


‘ー"ー------ー『ー-----------ーーー，ー--司・・ーーー------ー・ーーーー--司同・・・ー-----ー司ー------------ーーーーー司・司-----------ー"ー司'司闘--ー-------ーーーー-----------------ー-----ーーーー」� 
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j臨轡剥開削削---
(サツチャ…政権)・ 1979年""1981年所得課税から濡毅課税へ

一税率累進構造を緩和、一方で課税ベースを拡大� 
'a-e

1919匁-1990年� e

一基礎控除、税率ブラケット等のインヂクセーシ3ンを凍結L出演紫的な増税〉� 

• 1988年税制の寵素化・不公平の除去
・
， 
e.
Z
S
E
a
-
a
z
'
z

一税率累進構造をフラット化(6設瀦→2段諮)

:・ 1990年課税単位・務得控欝の見藍し

一夫婦合算単位課税から鰭人単位課税へ変護、失繕者控除{所得控験〉の製設� 

〔メージャー政権〕
ト� 1992年軽減説率の導入(20%)
 

19総長芋-1991章容
;.1990年......1994年夫婦者控除の毘蓋し


一控除方法、方式(所得控緯→税額控除〉の克穫し、捜除織の縮減


〔ブレア政権〕 ソ� 1999年.......2001年夫婦者控除から給付付審税額撚除〈給付)への移行


1991年-2001益事
一夫持者控除等の廃止(2000年)、就労世帯税欄般論(1999年)(いわゆる給付付き税額控除)


及び(1日)児童税額控除(給付無し)(2001年)の導入(就労・子育て支援)


:・ 2003年圃2006年給付付き税額控除の改革

一全額給付の給付付き税額控除の導入

開就労世帯税額控除→就労税額控除(全撤給付の給付付窓税翻控除)� 

.(旧)児童税額控除→児童税額捜除(会鶴給付の給付付をき税額控除) 

〔ブラウン政権〕 川� 2008年税制の簡素化(税率構造の見直し� 3段階吋2段階)
 
2007年-・�  2010年高所得者!こ対する増税(予定)


叩� 15万ポンド超の課税所得に対する最高税事(50q，討の新穀

叫収入が� 10万ポンド以上の者に対する基漣擁総額の鴻鵠� 
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!同訓………一一:
〔コール政権〕

=嗣 稔の再導入(児童手逝(給付)との併用可)1983年 児 童 控i
一� 1975年以降廃止されていた児盤控除の復活� 

19B2年-199B年 い� 1986年-1990年新得説減税(忘段階〉

同所得説率の引き下げ(22%-56%ω....19%-53%)、潔議構造の譲和
 
-税率不適用所得の舗を引上げ
 

. 1991年所得税・法人税に対する付加税の導入

山東西ドイツ統一!こともない、� i日東ドイツ鵡州!こ対する支出の財親確保が盟的

一一年担りの時融措麓(当初}であったが怪久化(1995年)された

横� 1996年児童控隷とj恕童手当の勢湾擁立→選訳還期制捜へ移行

[シュレーダー政権J:• 1999年-2005年所持税率の段階的な引き下げ(23.9%-51拍→15%--42%)
 
199B年-2005年� j・� 2000年各種所得撒除の一本化 


一被用者控除、必袈経費概算控除、クリスマス控除を被用者概算控除に一本化
 

. 2003年配当課税について法人税との調整方法の箆慈し

山完全インピュテ…シヨン方式から怒さ議所得…怒控除方式(紫取配当の一定苦手j会疫課税摂得iこ


算入〉へ変更


〔メjレケル政権〕� 2007年所得税の最高税率の引き上げ(4213も→45%)
圃� 

2005年~ 2009年金融所得!こ対する課税方法の変買(総合課税制吋分離課税)圃� 

潤� 2009年-2010年所得税減税(二段階〉
目所得税の最低税率の引き下げれ5%→14%)
叩税率不適用所得の額を引き上げ

容
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!唇盛田開制  

• 1983年� ......1994年読寄りの簡紫化� i 
〔ミッテラン政機〕; 一所得税の議高税率の引きょ!ず.:~mき下 iず(60%→65%→58g也吋56.8%) (1983 年~1994 年〉 
1981年-1995年� ; 問所得税率の累進構造をフテyト化� (12段階叫容段階)(1994~手)


所得税村知説(所得税額の� 10%)の製設(1981年〉・擁止� (1986年)


冒� 1991年…殻社愈税の創設� : 

一収入iこ対して比例税率� 1.1%を適用吋税率の引き上げ� 2.4%(1母93年)� 

〔シラク政権〕� 1997年......2007年所得税率の引き下げ、ー毅祉企税率の引き上げ 

{所得税率の一覧した引き下げ (1997 年 :12%~56.8怖→ 2007 年 :5.5%~40%)


1995年-2007年
一一般社会税率の引き上げ

{給与収入に係る税率 1995年:2.4%吋 1997年:3.40/
0吋� 1998年:7.5%)
 
‘1998年社会税の導入〈資産性級入iこ対して比俄税率� 2%を溜用)� 

- 1996年社会保埠債務返済税(0.5%)後導入� 
- 2005年社会税付加税(0.3%)を導入� 

• 2001年給付付き税額控掠の導入

山麓用のための手当(いわゆる結付付き税鶴雄除)の導入

ト� 2007年給与所得控除の廃止

〔サjレコジ政権〕� 2007年所得税減説擦の翼施網� 

S 

2007年~
一超過勤務に係る所得税及び社会保競料負胞の免除� 

2 
2 

Z 

S. 2008年金融新得に対する譲税方法及び税率の変更� 

• 2009 年頭得税減税、社会税付加税率の苦 I~雪上 (f 4 


ー (単年度識聾)低・中所得者!こ対する所得税減税(勤労世帯の家計支援)
2 


ー社会税付加税率の引きょげ(0.3%叶� 1.4%) ' 
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